
●新人看護職員研修事業(ＯＪＴ研修)
　　病院等が厚生労働省の示す新人看護職員研修ガイドライン（厚生労働省ホームページ参照）に示された項目に沿って新人看護職員研修を実施した場合に、研修にかかる経費の一部を補助する事業です。
●医療機関受入研修事業

　　新人看護職員研修事業を実施する病院等が、自施設の新人看護職員研修を公開し、公募により受け入れを実施し、新人看護職員研修を行う研修にかかる経費の一部を補助する事業です。
●多施設合同研修事業（集合研修）（看護協会委託事業）

　　新人看護職員を対象に、病院等で行うガイドラインに沿った新人看護研修を補完する研修を企画・立案し実施する事業です。８日間の研修と８日間の簡略版の５日間の２コースを予定。

　　
●研修責任者等研修事業（看護協会委託事業）

　　この事業は、病院等の研修責任者、教育担当者又は実地指導者がガイドラインに示されている新人看護職員研修の実施に必要な能力を習得し、適切な研修実施体制を確保することを目的として実施する事業です。
　・研修責任者(５日間を予定)

　　　施設及び看護部門の教育方針に基づき、教育担当者、実地指導者及び新人看護職員の研修プログラムの策定、企画及び運営に対する指導及び助言を行う者。そして、研修の企画、運営、実施、評価の全ての課程において責任者である。また、研修計画、研修プログラムの策定において、様々な意見や課題を集約し、研修の結果を評価する能力や、研修の運営における問題解決及び自施設の状況に合わせた新たな研修計画を策定していく力が求められる。
　・教育担当者(５日間を予定)

　　　施設及び看護部門の教育方針に基づき、各部署で実施される研修の企画・運営を中心となって行う者。実施指導者への助言及び指導、また、新人看護職員へ指導、計画を行う者であり、看護職員の模範となる臨床実践能力を持ち、チームリーダーとしての調整能力を有し、教育的役割を発揮できるものが望まれる。
　・実地指導者(６日間を予定)

　　　新人看護職員に対して、臨床実践に関する実地指導、評価等を行う者。看護職員として必要な基本的知識、技術、態度を有し、教育的指導ができる者であることが望ましい。
